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オーナー様のご要望に最大限に応えられるよう
様々な視点からアプローチいたします。

総合不動産会社としての知見や経験を駆使し、

不動産のソリューション提案を行い、お客様が

抱える「課題解決のお手伝い」をいたします。

被相続人様が賃貸経営を続けてこられた

物件でしたが、相続を機にご売却を検討。

Ａ様もその物件に居住中で、大変思い入

れもある物件をお預かりいたしました。

築40年を超える物件で、稼働率も決して高い

状態ではありませんでしたが、ターミナル駅

徒歩圏内という立地の強みに着目。弊社の

ネットワークの中から最もご希望に近い条件

を提示するパートナーを探し出し、ご成約に至り

ました。また、ご売却後もその不動産に一定期

間住み続けたいご要望があり、そのご要望も叶

える形で締結いたしました。

「阪急阪神不動産」は
阪急阪神ホールディングスの
総合不動産会社です。

＜お取引事例＞ 大阪市内の収益不動産を相続されたＡ様

ご相談内容

解決方法

築40年の収益物件

売却したいが
一定期間住み続けたい…。

高槻営業所
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〒569-0071 高槻市城北町2丁目1番18号エミル高槻1階   阪急阪神不動産株式会社  □営業時間／午前9時30分～午後6時

□URL https://chukai.8984.jp
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